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議
院
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発
電
施
設
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立
地
地
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振
興
に
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特
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措
置
法
に
関
す
る
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問
に
対
し
、
別

紙
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弁
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を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
特
措
法
」

と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
特
措
法
第
三
条
第
一
項
の
指
定

を
受
け
た
地
域
の
道
路
、
港
湾
、
漁
港
、
消
防
用
施
設
及
び
義
務
教
育
施
設
の
整
備
に
対
す
る
支
援
等
を
行
っ
て
お
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
、
産
業
基
盤
等
の
総
合
的
な
整
備
等
に
貢
献
し
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
と
し
て
原
子
力
発
電
所
の
新
増
設
は
想
定
し
て
い
な
い
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
、
産
業
基
盤
等
の
整
備
の
状
況
に
鑑
み
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
整
備
に

必
要
な
特
別
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
政
府
と
し
て
、
特
措
法
の
有
効
期
限
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
十
年
間
延
長

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。 



 

２ 

 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
原
子
力
防
災
上
問
題
が
あ
る
立
地
地
域
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
万
が
一
原
子
力
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
等
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

四
の
１
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

特
措
法
は
、
「
原
子
力
に
よ
る
発
電
が
我
が
国
の
電
気
の
安
定
供
給
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
、
地
域
の
防
災
に
配
慮
し
つ
つ
、
生
活
環
境
、
産
業
基
盤
等
の
総
合

的
か
つ
広
域
的
な
整
備
に
必
要
な
特
別
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経

済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
（
特
措
法
第
一
条
）
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
措

法
第
二
条
に
規
定
す
る
原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域
が
特
措
法
に
よ
る
振
興
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

特
措
法
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
そ
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
は
、
「
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
が
国
民
生
活
と



 

３ 

 

経
済
活
動
に
と
つ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
発
電
用
施
設
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
公
共
用
の
施
設
の

整
備
そ
の
他
の
住
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民

の
福
祉
の
向
上
を
図
り
、
も
つ
て
発
電
用
施
設
の
設
置
及
び
運
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
（
同
法
第
一

条
）
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
発
電
用
施
設
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
で
安
定
的
な
電
気
の
供
給
を
可
能

と
す
る
長
期
固
定
電
源
で
あ
る
原
子
力
発
電
施
設
、
水
力
発
電
施
設
、
地
熱
発
電
施
設
等
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。 


